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『
日
本
ア
ジ
ア
研
究
』
第
十
六
号
（
二
○
一
九
年
三
月
） 

織
豊
期
の
茶
会
に
お
け
る
和
物
の
使
用
と
原
因
に
つ
い
て

―
―
千
利
休
と
豊
臣
秀
吉
の
茶
会
を
中
心
に
―
―

趙
亜
男*

［
論
文
要
旨
］

本
稿
は
千
利
休
と
豊
臣
秀
吉
が
催
し
た
茶
会
を
中
心
に
、
和
物
茶
道
具
の
使
用
状
況
を
考
察
し
、
唐
物
か
ら
和
物
へ
と
推
移
す
る
経
緯
の
一
端
を
分
析
し

な
が
ら
そ
の
原
因
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
部
で
は
、
千
利
休
の
祖
父
千
阿
弥
と
唐
物
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
扱
っ
た
。
第
二
部
で
は
、
利
休
茶
会
に
お
け
る
禅
僧
墨
跡
の
使
用
状
況
か
ら
利

休
の
創
意
を
看
取
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
原
因
が
茶
道
具
の
目
利
き
で
あ
る
利
休
と
弟
子
の
織
田
有
楽
が
偽
物
の
墨
跡
を
購
入
し
た
経
験
が
あ
る
と
か
か
わ
り

を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
考
察
を
導
出
し
た
。

第
三
部
で
は
、
秀
吉
茶
会
に
お
け
る
和
物
茶
道
具
の
使
用
状
況
を
考
察
し
、
秀
吉
の
茶
の
湯
に
対
す
る
発
想
の
独
創
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
秀
吉
の
時
代

に
お
き
た
天
正
飢
饉
へ
の
飢
饉
対
策
と
家
臣
の
加
藤
清
正
の
禁
酒
令
の
分
析
を
通
し
て
、
秀
吉
が
主
催
し
た
茶
会
で
は
和
物
を
使
い
は
じ
め
る
や
、
庶
民
に

も
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
、
秀
吉
の
茶
の
湯
文
化
を
庶
民
ま
で
広
く
普
及
さ
せ
た
い
狙
い
が
読
み
取
れ
、
そ
の
原
因
は
天
正
時
代
に
起
き
た
飢
饉
と
実

行
さ
れ
た
禁
酒
令
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
つ
け
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
茶
会

和
物

禁
酒
令

*

ち
ょ
う
・
あ
な
ん 

埼
玉
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
退
学 
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一

は
じ
め
に 

織
豊
期
に
お
け
る
茶
の
湯
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
が
発
展
し
て
い
る

な
か
で
、
茶
会
と
そ
の
場
で
使
用
さ
れ
た
茶
道
具
の
研
究
は
多
岐
に
わ
た

っ
て
幅
広
く
な
さ
れ
て
き
た
。
文
化
史
的
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の

は
充
実
し
て
お
り
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
ほ
か
、
茶
会
と
茶
道
具
に

関
す
る
資
料
を
用
い
て
織
豊
政
権
の
政
治
へ
の
探
索
も
進
め
ら
れ
て
き

た
。し

か
し
な
が
ら
、
歴
史
学
に
お
い
て
は
茶
会
で
の
茶
道
具
使
用
を
中
心

と
す
る
研
究
が
比
較
的
少
な
い
。
と
り
わ
け
唐
物
か
ら
和
物
へ
と
推
移
す

る
経
緯
と
原
因
に
関
す
る
研
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
研
究

資
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
茶
会
記
や
書
状
、
日
記
に
は
関

連
記
録
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
本
稿
は
千
利
休
と
豊
臣
秀
吉
が
催
し
た

茶
会
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
茶
道
具
の
使
用
状
況
を
考
察
し
、

唐
物
か
ら
和
物
へ
と
推
移
す
る
経
緯
の
一
端
を
分
析
し
な
が
ら
そ
の
原

因
を
解
明
す
る
。

二

千
阿
弥
と
唐
物
の
か
か
わ
り 

こ
れ
ま
で
千
利
休
に
関
す
る
研
究
で
は
、
彼
の
祖
父
千
阿
弥
が
よ
く
言

及
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
部
分
で
は
千
阿
弥
と
唐
物
と
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
論
述
し
て
み
る
。
千
家
を
紹
介
す
る
資
料
の
中
に
、
千
利
休

の
祖
父
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
よ
く
知
ら
れ
た
『
千
家
系
譜
』
と
『
千

利
休
由
緒
書
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
千

家
の
成
立
は
千
利
休
の
祖
父
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、

千
利
休
の
祖
父
か
ら
唐
物
と
の
か
か
わ
り
を
見
て
み
る
。『
千
家
系
譜
』

に
は
、

里
見
太
郎
義
俊
二
男
、
田
中
五
郎
末
孫
、
生
国
城
州
、
東
山
慈
照
院

義
政
公
同
朋
一

と
あ
り
、
ま
た
『
千
利
休
由
緒
書
』
に
は
、

利
休
先
祖
之
儀
者
代
々
足
利
公
方
家
ニ
而
御
座
候
由
先
祖
ヨ
リ
田

中
氏
ニ

而
御
座
候
、
就
中
、
利
休
祖
父
ハ
田
中
千
阿
弥
と
申
候
而
東
山
公
方

慈
照
院
義
政
公
之
同
朋
ニ
而
御
座
候
二

と
あ
る
。

千
利
休
の
祖
父
の
身
分
に
つ
い
て
、
中
村
修
也
氏
は
「
利
休
の
祖
父
が

足
利
義
政
の
同
朋
衆
で
あ
っ
た
と
い
う
確
た
る
史
料
は
な
く
、
む
し
ろ
創

作
さ
れ
た
家
伝
と
見
る
ほ
う
が
無
難
で
あ
る
」
三

と
い
う
指
摘
を
し
て
い

る
。ま

た
、
千
阿
弥
に
関
し
て
、
臨
済
宗
相
国
寺
鹿
苑
院
の
う
ち
の
蔭
凉
軒

主
た
ち
が
執
筆
し
た
公
式
日
記
で
あ
る
『
蔭
凉
軒
日
録
』
寛
正
六
年
（
一

四
六
五
）
六
月
二
十
日
条
と
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
四
月
十
一
日
条
に

も
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

自
公
方
様
御
仏
事
三
百
貫
文
、
被
遣
于
普
廣
院
、
但
千
阿
弥
奉
之
、

         

一

高
木
文
『
茶
聖
利
休
居
士
記
録
』（
一
九
○
四
年
）

二

同
右

『
茶
聖
利
休
居
士
記
録
』

三

中
村
修
也
「『
源
流
茶
話
』
注
釈
（
二
）」（
『
文
教
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
三

十
八
号

二
○
○
四
年
）
一
四
一
頁
。
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御
売
物
代
被
出
之
、
但
御
絵
軸
并
御
打
刀
一
腰
也
、
買
得
之
者
、
以

代
物
可
買
之
也

（
寛
正
六
年
六
月
二
十
日
条
） 

来
廿
六
日
於
等
持
寺
、
営
瑞
泉
寺
殿
百
年
忌
御
仏
事
、
仍
自
公
方
為

三
千
疋
分
、
以
御
盆
三
枚
自
千
阿
弥
出
之
、
即
命
于
等
持
寺
、
乞
彼

請
取
、
蓋
為
使
于
千
阿
方
也

（
文
正
元
年
四
月
十
一
日
条
） 

寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
の
記
述
に
は
、「
公
方
様
」
は
室
町
幕
府
第

八
代
将
軍
足
利
義
政
の
こ
と
で
あ
る
。
義
政
の
父
足
利
義
教
は
一
四
四
一

年
七
月
十
二
日
に
崩
御
し
て
い
る
。
日
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
六
月
二
十

日
は
義
教
の
年
忌
で
あ
る
七
月
十
二
日
の
約
一
か
月
前
に
当
た
る
。
こ
う

し
て
み
る
と
こ
の
記
録
は
、
義
政
が
父
の
年
忌
に
行
う
供
養
や
法
会
を
含

む
仏
事
の
費
用
三
百
貫
文
を
捻
出
す
る
た
め
、
名
物
の
絵
軸
と
打
刀
を
売

っ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
の
資
料

に
は
、「
瑞
泉
寺
殿
」
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
瑞
泉
寺
の
中
興
開
基

と
み
ら
れ
る
足
利
基
氏
を
指
し
て
お
り
、
基
氏
の
没
後
百
年
に
当
た
る
一

四
六
六
年
六
月
二
日
の
日
に
義
政
が
年
忌
法
会
を
行
う
た
め
に
、
費
用
三

千
疋
を
捻
出
し
た
い
旨
を
千
阿
弥
に
依
頼
し
、
幕
府
が
所
有
す
る
三
枚
の

名
物
盆
を
売
ら
せ
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
二
つ
の
資
料
は
、
足
利
義
政
に
よ
る
名
物
売
却
の
依
頼
の
記
述

に
し
か
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
名
物
の
絵
軸
と
打
刀
が
三
百
貫
文

に
値
し
、
三
枚
の
盆
が
三
千
疋
に
値
す
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
義
政
期
に
お
け
る
唐
物
の
名
物
の
経
済
的
価
値
の
一
端
も
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
日
記
『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
記
事
に
記
さ
れ
て
い
る
千
阿
弥
と
『
千

家
系
譜
』
で
の
千
利
休
の
祖
父
千
阿
弥
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
が
、
千
阿
弥
が
千

利
休
の
祖
父
と
同
一
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
記
載
の

内
容
に
対
す
る
信
憑
性
が
高
ま
る
た
め
、
同
朋
衆
と
し
て
千
利
休
の
祖
父

が
義
政
に
仕
え
て
お
り
、
そ
の
命
令
に
応
じ
、
将
軍
所
有
の
名
物
を
売
却

し
、
仏
事
料
捻
出
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。
す
る
と
、
千
家
と
唐
物
の
名
物
と
の
か
か
わ
り
は
少
な
く
と
も

義
政
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
将
軍
の
同
朋
衆
と

し
て
、
名
物
を
含
む
唐
物
を
管
理
・
売
却
す
る
職
務
を
与
え
ら
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
千
利
休
の
祖
父
が
千
家
の
所
有
物
と
し
て
簡
単
に
唐
物
を
手

に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

利
休
茶
会
に
お
け
る
墨
跡
掛
物
の
変
化
と
偽
物
事
件 

千
利
休
の
父
で
あ
る
田
中
与
兵
衛
と
唐
物
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
き

た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
唐
物
に
関
す
る
与
兵
衛
の
資
料
に
、
唐
物
以
外
の
商

い
に
関
す
る
資
料
し
か
現
存
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
本
論
文
で
は
、
父
の

与
兵
衛
を
飛
ば
し
千
利
休
と
唐
物
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
て
い
く
。

最
初
に
利
休
が
主
催
し
た
天
文
（
一
五
三
二
～
一
五
五
五
年
）・
永
禄

（
一
五
五
八
～
一
五
七
○
年
）・
天
正
時
代
（
一
五
七
三
～
一
五
九
三
年
）

の
茶
会
に
お
け
る
唐
物
の
利
用
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
各
茶

会
記
か
ら
考
察
し
た
内
容
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。『
天
王
寺
屋
会
記
』
、

『
松
屋
会
記
』
と
『
宗
湛
日
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
利
休
茶
会
を
す
べ

て
抽
出
し
、
各
茶
会
で
使
用
さ
れ
た
茶
碗
や
掛
物
な
ど
の
情
報
を
記
述
し

て
い
く
。
さ
ら
に
茶
会
記
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
筒
井
紘

一
氏
の
「
資
料
千
利
休
の
茶
会
抄
録
」
四

を
参
考
に
、
利
休
茶
会
は
五
十

                        

四

筒
井
紘
一
『
利
休
の
茶
会
』（
角
川
学
芸
出
版

二
○
一
五
年
）
二
一
八
～
二
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回
を
超
え
る
五

が
、
そ
の
う
ち
掛
物
の
記
述
が
あ
る
の
は
十
一
回
の
み
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
約
四
十
回
の
茶
会
で
は
掛
物
が
使
わ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
掛
物
を
利
用
し
た
茶
会
記
録
を
年
代
順
に
並
べ
る
と

次
の
通
り
で
あ
る
（
文
面
の
制
限
で
こ
こ
で
は
茶
会
の
年
月
日
・
参
会

者
・
使
わ
れ
た
掛
物
だ
け
記
入
し
た
）
。 

永
禄
五
年
五
月
廿
七
日
朝

達

好

閑

圜
悟

永
禄
六
年
十
二
月
一
日
朝

達

巴

圜
悟

永
禄
九
年
十
一
月
廿
八
日
朝

宗
及

新
五

圜
悟

永
禄
十
年
十
二
月
三
日
朝

宗
二

宗
及

新
五

墨
跡

永
禄
十
二
年
三
月
五
日
朝

道
叱

道
巴

宗
及

開
山
墨
跡

永
禄
十
三
年
二
月
三
日
朝

隆
仙

道
叱

宗
及

墨
跡

大
燈
之

天
正
八
年
十
二
月
九
日
朝

宗
及

宗
二

東
陽
徳
輝
墨
跡

天
正
十
年
十
二
月
廿
八
日
朝

宗
二

及

古
渓
宗
陳
墨
跡

天
正
十
一
年
九
月
三
日
朝

南
宗
和
尚

海
会
和
尚

宗
及

虚
堂
墨

跡天
正
十
五
年
一
月
十
二
日

宗
湛

宗
伝

圜
悟
の
文
字

天
正
十
八
年
九
月
十
日
晝

球
首
座

宗
湛

春
甫
文
字

唐
物
の
掛
物
は
中
国
の
禅
僧
が
作
者
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
す
こ

と
か
ら
、
各
茶
会
記
で
使
用
さ
れ
た
掛
物
が
漢
物
か
和
物
か
を
区
別
し
て

い
く
た
め
に
、
記
録
不
明
の
「
墨
跡
」
を
除
き
、
利
休
茶
会
で
使
用
さ
れ

た
墨
跡
の
作
者
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
中
国
の
宋
時
代
の
禅
僧
圜
悟
克
勤

（
一
〇
六
三
～
一
一
三
五
）
、
大
徳
寺
の
開
山
の
宗
峰
妙
超
（
一
二
八
三

                                    

 

五
七
頁
。

五

具
体
的
に
は
五
十
六
回
の
記
録
が
見
つ
か
っ
た
が
、
こ
れ
以
外
又
出
る
と
思

わ
れ
る
。

～
一
三
三
八
）
、
中
国
の
元
時
代
の
禅
僧
東
陽
徳
輝
（
生
没
不
明
）
、
大
徳

寺
第
百
十
八
世
住
職
古
溪
宗
陳
（
一
五
三
二
～
一
五
九
七
）
、
中
国
の
南

宋
時
代
の
禅
僧
虚
堂
智
愚
（
一
一
八
五
～
一
二
六
九
）
、
室
町
時
代
の
禅

僧
春
浦
宗
熙
（
一
四
〇
九
～
一
四
九
六
）
五
人
の
作
に
よ
る
掛
物
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
開
山
と
い
う
と
多
く
の
禅
僧
の
名
前
が

浮
か
ぶ
が
、
先
行
研
究
六

に
よ
る
と
、
中
国
の
禅
僧
の
圜
悟
克
勤
と
大
徳

寺
の
開
山
で
あ
る
宗
峰
妙
超
と
い
う
二
説
が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
、
大
燈

は
日
本
の
禅
僧
宗
峰
妙
超
の
こ
と
を
指
す
こ
と
か
ら
、
大
燈
墨
跡
は
宗
峰

禅
師
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
墨
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
千
利
休
は
な
ぜ
四
分
の
三
の
割
合
の
茶
会
で
は
掛
物
を
使
っ
て

い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
考
察
す
る
た
め
に
、
永
禄
・
天

正
年
間
の
唐
物
所
有
状
況
を
記
録
し
た
『
唐
物
凡
物
』
と
『
茶
道
具
之
記
』

を
調
査
し
た
。

室
町
時
代
後
期
の
幕
府
勢
力
の
衰
弱
に
つ
れ
て
、
足
利
将
軍
家
に
所
有

さ
れ
て
い
た
唐
物
名
物
は
段
々
散
逸
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
茶
の
湯
文

化
の
隆
盛
と
普
及
に
伴
う
茶
人
の
増
加
に
よ
り
、
墨
跡
を
含
む
唐
物
の
需

要
も
増
え
て
い
っ
た
。
戦
国
時
代
の
天
下
人
織
田
信
長
と
豊
臣
秀
吉
の
茶

頭
を
務
め
、
堺
の
豪
商
で
も
あ
っ
た
利
休
で
あ
っ
て
も
、
唐
物
の
所
有
数

は
、
織
田
信
長
と
豊
臣
秀
吉
に
次
ぎ
、
唐
物
を
多
く
所
有
し
て
い
た
武
将

や
大
名
や
、
利
休
と
同
様
に
茶
頭
を
務
め
て
い
た
今
井
宗
久
と
津
田
宗
及

と
も
比
肩
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

千
利
休
が
多
く
の
茶
会
で
掛
物
を
使
わ
ず
、
日
本
禅
僧
の
墨
跡
を
使
い

始
め
た
大
き
な
原
因
の
一
つ
は
彼
が
唐
物
掛
物
を
多
く
所
有
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
時
代
を
さ
ら
に
下
る
と
、

                        

六

中
国
の
禅
僧
の
圜
悟
克
勤
と
い
う
説
が
通
説
で
あ
り
、
大
徳
寺
の
開
山
で
あ

る
宗
峰
妙
超
と
い
う
説
に
つ
い
て
、
竹
内
順
一
氏
が
「
四
大
茶
会
記
を
よ
む
（
一

六
一
）
和
物
茶
碗
の
使
用
」（『
孤
峰
』
三
十
九
巻

二
○
一
七
年
）
三
十
三
頁
。 
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楽
水
居
主
人
が
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
編
集
し
刊
行
し
た
『
弁
玉

集
』
が
あ
る
。
こ
の
本
に
つ
い
て
、
筒
井
紘
一
氏
は
『
茶
書
の
系
譜
』
で

「
こ
の
本
を
見
る
限
り
で
は
数
寄
者
の
興
味
は
、
数
の
上
で
制
限
の
あ
る

唐
物
茶
器
を
入
手
す
る
こ
と
の
困
難
か
ら
、
和
物
へ
向
い
て
い
た
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
。」
七

と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。

前
文
で
挙
げ
た
利
休
茶
会
に
つ
い
振
り
返
る
と
、
彼
の
墨
跡
使
用
の
状

況
を
も
と
に
、
十
一
回
の
茶
会
を
三
つ
の
期
間
を
分
け
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
そ
れ
は
、
第
一
期
を
永
禄
五
年
か
ら
永
禄
十
年
（
一
五
六
二
～
一
五

六
七
年
）
、
第
二
期
を
永
禄
十
二
年
か
ら
永
禄
十
三
年
（
一
五
六
九
～
一

五
七
○
年
）、
第
三
期
を
天
正
八
年
か
ら
天
正
十
八
年
（
一
五
八
○
～
一

五
九
○
年
）
ま
で
と
す
る
。
開
山
に
つ
い
て
中
国
禅
僧
の
圜
悟
克
勤
と
日

本
禅
僧
の
宗
峰
妙
超
と
い
う
二
説
が
あ
る
こ
と
は
前
文
で
触
れ
た
通
り

で
あ
る
。
ど
ち
ら
よ
り
確
か
ら
し
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
で
は

論
述
し
な
い
が
、
利
休
茶
会
に
お
け
る
大
徳
寺
開
山
宗
峰
妙
超
の
墨
跡
の

使
用
永
禄
十
三
年
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。
私
は
ま
た
、
大
燈
墨

跡
は
こ
れ
以
降
の
茶
会
で
は
掛
物
を
使
っ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
茶
会
か

ら
十
年
間
後
に
行
わ
れ
た
天
正
八
年
（
一
五
八
○
年
）
十
二
月
九
日
朝
の

茶
会
か
ら
ま
た
中
国
禅
師
の
墨
蹟
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
当
時

存
命
中
で
あ
っ
た
日
本
禅
師
の
古
溪
宗
陳
に
よ
る
墨
跡
を
使
用
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
永
禄
十
三
年
（
一
五
七
○
年
）
二
月
三
日
朝
の
茶
会
で
日

本
禅
僧
の
墨
跡
が
使
い
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

そ
の
た
め
二
年
前
に
催
さ
れ
た
茶
会
の
記
録
に
つ
い
て
看
取
る
こ
と
に

す
る
。
そ
の
茶
会
の
参
会
者
で
あ
る
津
田
宗
及
は
『
天
王
寺
屋
会
記
』
で

次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

                        

七

筒
井
紘
一
『
茶
書
の
系
譜
』
（
文
一
総
合
出
版

一
九
七
八
年
）
一
六
九
頁
。 

同
霜
月
十
二
日
昼
、
不
時
ニ
、
千
宗
易
口
切
也
、
道
巴

宗
及

炉
ニ
平
釜

自
在

ケ
ン
サ
ン

黒
台
ニ

手
桶

バ
ウ
ノ
サ
キ

此
冬
ハ
宗
易
ヒ
ツ
ソ
ク
ニ
而
朝
会
ハ
ナ
シ
、
但
、
墨
跡
ナ
ト
ヒ
キ
サ

カ
レ
候
時
之
事
也
、
八

こ
の
茶
会
で
は
墨
跡
が
使
わ
れ
た
記
録
が
な
い
た
め
先
に
挙
げ
な
い

が
、
そ
れ
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
と
傍
線
を
施
し
た
部
分
か
ら
看
取
で
き
る
。

意
味
と
し
て
は
、
こ
の
冬
（
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
）
、
千
利
休
が
逼

塞
し
た
た
め
朝
会
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
恐
ら
く
墨

跡
の
事
な
ど
よ
り
人
間
関
係
が
悪
く
な
っ
た
に
あ
る
だ
ろ
う
と
捉
え
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
、
墨
跡
の
事
に
つ
い
て
は
、
筒
井
紘
一
氏
は

『
利
休
の
茶
会
』
に
は
、「
宗
及
の
言
う
逼
塞
が
密
庵
墨
跡
の
買
い
損
な

い
に
よ
る
逼
塞
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
九

と
指
摘
し
て
い
る
。
さ

て
、
「
密
庵
墨
跡
の
買
い
損
な
い
」
は
ど
の
よ
う
な
事
を
指
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
。

易
近
江
国
に
て
密
庵
墨
跡
を
百
二
十
貫
ニ
取
て
左
海
ニ
テ
茶
湯
ニ

出
す
、
客
ハ
北
向
道
陳

松
江
隆
專
両
人
ナ
リ
。
然
処
ニ
文
字
ヲ
不

誉
候
を
、
易
是
を
不
思
議
ト
テ
聞
ハ
、
偽
物
か
と
て
沙
汰
有
之
。
易

其
儘
焼
す
つ
る
な
り
。
後
に
も
買
そ
こ
な
と
い
は
れ
間
敷
為
也
。

『
茶
道
四
祖
伝
書
』
の
「
利
休
伝
書
」
に
書
か
れ
て
い
る
右
記
の
記
録

八

『
天
王
寺
屋
会
記
』
の
な
か
の
「
宗
及
茶
湯
日
記
他
会
記
」
永
禄
十
一
年
十

二
月
十
二
日
条
。

九

筒
井
紘
一
『
利
休
の
茶
会
』（
角
川
学
芸
出
版

二
○
一
五
年
）
一
一
〇
～
一

一
一
頁
。
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を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
易
は
近
江
国
で
密
庵
の
墨

跡
を
百
二
十
貫
で
買
い
、
堺
に
戻
り
自
分
の
茶
会
で
披
露
し
た
。
招
か
れ

た
北
向
道
陳
と
松
江
隆
仙
二
人
の
客
が
墨
跡
に
つ
い
て
誉
め
な
い
こ
と

に
疑
問
に
思
い
、
利
休
は
そ
の
理
由
を
二
人
に
訊
ね
た
が
、
二
人
は
墨
跡

が
偽
物
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
利
休
は
、

偽
物
を
つ
か
ま
さ
れ
て
損
し
た
と
い
わ
れ
た
く
な
い
と
思
い
、
そ
の
ま
ま

焼
き
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
密
庵
と
は
中
国
南
宋
時
代
の
禅
僧
蜜
庵
咸
傑
で

あ
る
た
め
、
本
来
は
密
庵
墨
跡
に
は
密
庵
禅
僧
が
書
い
た
墨
跡
を
指
す
。

客
と
し
て
招
か
れ
た
北
向
道
陳
と
松
江
隆
仙
は
同
じ
く
堺
の
茶
人
で
あ

る
が
、
北
向
道
陳
は
利
休
が
茶
の
湯
の
道
に
入
っ
た
際
の
最
初
の
師
と
さ

れ
る
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
松
江
隆
仙
は
天
王
寺
屋
グ
ル
ー
プ
の

一
人
で
あ
る
。
ま
た
、『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
永
禄
十
二

年
（
一
五
六
九
）
十
二
月
十
八
日
の
朝
会
の
記
録
「
隆
仙

宗
易
中
な
を

り
之
振
舞
也
」
を
踏
ま
え
る
と
、
利
休
と
松
江
隆
仙
と
の
間
に
論
争
が
起

き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
筒
井
紘
一
氏
の
研
究
か
ら
墨

跡
を
め
ぐ
る
論
争
に
当
た
る
と
推
測
で
き
る
。

当
時
の
利
休
の
様
々
な
書
状
一
〇

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
茶
器

の
目
利
き
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
千
利
休
は
、
大
金
で
買
っ
た
密
庵
墨
跡
が

で
師
と
ラ
イ
バ
ル
に
偽
物
だ
と
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
開
か
れ
た

茶
会
の
と
き
に
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
恥
を
か
い
た
と
思
わ
れ

る
。
千
利
休
が
永
禄
十
一
年
十
二
月
十
二
日
の
茶
会
で
朝
会
を
省
略
し
て

昼
会
の
み
催
し
た
こ
と
や
、
永
禄
十
三
年
（
一
五
七
○
）
に
開
か
れ
た
茶

会
で
大
燈
墨
跡
を
利
用
し
た
こ
と
は
偶
然
な
こ
と
で
は
な
い
と
推
測
で

き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
密
庵
墨
跡
が
偽
物
と
い
わ
れ
た
こ
と
で
利
休
は
、
意

図
的
に
中
国
禅
僧
の
墨
跡
を
避
け
て
日
本
禅
僧
の
宗
峰
妙
超
の
墨
跡
を

使
っ
た
可
能
性
が
十
分
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

                        

一
〇

桑
田
忠
親
『
利
休
の
書
簡
』（
河
原
書
店

一
九
六
一
年
）。

ま
た
、
和
物
の
偽
物
に
つ
い
て
、『
茶
道
行
言
禄
』
一
一

に
同
じ
よ
う
な

話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
出
典
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、『
茶
道
行
言
禄
』
を

参
考
に
簡
単
に
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

織
田
有
楽
は
大
徳
寺
の
寺
内
か
ら
出
た
大
燈
禅
師
（
宗
峰
妙
超
）
の
墨

跡
を
買
っ
た
が
、
そ
の
真
偽
が
問
題
に
な
っ
た
た
め
、
京
都
所
司
代
に
こ

の
こ
と
を
訴
え
出
た
。
判
決
は
簡
単
に
つ
か
ず
、
京
都
所
司
代
は
当
時
の

政
治
の
中
心
で
あ
る
江
戸
に
対
処
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

大
燈
墨
跡
を
本
物
と
称
し
た
大
徳
寺
の
僧
に
対
し
て
罰
を
与
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
記
録
に
つ
い
て
と
く
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
織
田
有

楽
が
買
っ
た
大
燈
墨
跡
が
偽
物
だ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
織
田
有
楽
が

大
徳
寺
の
僧
か
ら
購
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
偽
物
の
墨
跡
を
見
る
。
こ
の
記
録
に
現
れ
た
織
田
有
楽
（
一
五
四

七
～
一
六
二
二
）
と
は
、
織
田
信
長
の
弟
の
一
人
で
あ
り
、
千
利
休
か
ら

茶
道
を
学
ん
だ
利
休
十
哲
の
一
人
で
も
あ
る
。
彼
は
千
利
休
と
の
関
係
が

深
い
こ
と
か
ら
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
と
永
禄
十
三
年
（
一
五
七

○
）
に
千
利
休
が
大
燈
墨
跡
を
使
用
し
た
こ
と
と
関
連
性
を
も
っ
て
い
る

可
能
性
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
大
燈
墨
跡
が
使
用
さ
れ
た
永
禄
十
三
年
の
茶
会
か
ら
十
年
を
隔
て
た

天
正
八
年
（
一
五
八
○
）
十
二
月
九
日
の
朝
の
茶
会
ま
で
、
千
利
休
は
自

身
が
主
催
し
た
茶
会
で
は
一
度
も
墨
跡
を
使
用
し
た
こ
と
が
な
い
の
で

あ
る
。
織
田
有
楽
が
偽
物
の
大
燈
墨
跡
を
購
入
し
た
年
代
に
つ
い
て
具
体

的
な
記
録
が
な
い
た
め
、
利
休
が
使
っ
た
墨
跡
と
異
な
る
も
の
だ
っ
た
の

か
そ
れ
と
も
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
判
明
し
な

い
。
し
か
し
、
確
信
で
き
る
の
は
千
利
休
が
偽
物
を
買
っ
た
こ
と
で
「
逼

塞
」
し
た
こ
と
に
比
べ
て
、
織
田
有
楽
が
偽
物
を
買
っ
た
こ
と
に
対
す
る

                        

一
一

西
堀
一
三
『
茶
道
行
言
録
』（
河
原
書
店

一
九
四
二
年
）
一
六
九
～
一
七

一
頁
。
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さ
ば
き
の
経
過
が
江
戸
ま
で
伝
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
日
本
中
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
織
田
有
楽

が
偽
物
の
こ
と
を
当
時
の
都
で
あ
る
京
都
の
所
司
代
に
ま
で
訴
え
た
結

果
、
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
大
徳
寺
の
僧
が
罰
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
利
休
は
こ
の
事
件
の
影
響
を
受
け
て
長
い
間

墨
跡
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
偽
物
の
墨
跡
に
つ
い
て
、『
茶
道
百
話
』「
真
跡
と
偽
物
」
に
は
、

「
茶
席
で
墨
跡
と
か
絵
と
か
有
っ
て
、
種
々
趣
を
添
へ
る
の
だ
が
、
大
抵

は
内
容
よ
り
筆
者
の
名
前
で
済
ま
さ
れ
る
。
数
限
り
な
い
掛
幅
の
事
ゆ
え
、

分
ら
ぬ
も
の
の
多
い
の
も
や
む
を
得
な
い
。
名
前
だ
け
と
な
る
と
、
能
く

通
っ
た
名
の
ほ
う
が
好
い
、
偽
物
も
床
に
上
る
理
由
で
あ
る
。
」
一
二

と
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
偽
物
墨
跡
が
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。つ

ぎ
に
大
徳
寺
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
茶
会
記
か
ら
見
る
大
徳
寺

と
墨
跡
掛
物
の
関
係
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
主

な
研
究
と
し
て
筒
井
紘
一
氏
と
谷
端
昭
夫
氏
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
例
え
ば
、
谷
端
氏
は
「
茶
会
記
の
始
ま
る
天
文
二
年
か
ら
天
正

の
末
年
ま
で
の
間
の
茶
会
、
約
九
百
八
十
会
に
わ
が
国
禅
僧
の
墨
跡
が
現

れ
る
の
は
、
わ
ず
か
三
十
会
に
過
ぎ
ず
、
分
析
に
は
必
ず
し
も
十
分
な
数

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
中
に
大
徳
寺
派
以
外
の
禅
僧
の

墨
跡
が
一
本
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
茶
の
湯
の
世
界
に
お

け
る
大
徳
寺
の
地
位
は
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
左
証
で
も
あ
っ

た
。」
一
三

と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
唐
物
と
和
物
の
売
買
に
関
す
る

資
料
が
少
な
い
た
め
、
大
徳
寺
に
お
け
る
唐
物
・
和
物
の
売
買
に
関
す
る

                 
      

一
二

近
重
物
安
『
茶
道
百
話
』（
晃
文
社

一
九
四
二
年
）
二
十
二
頁
。

一
三

谷
端
昭
夫
「
禅
僧
と
茶
の
湯
―
天
正
期
の
堺
を
中
心
に
―
」（『
禅
文
化
研
究

所
紀
要
』
二
十
六
号

二
○
○
二
年
）
三
四
○
頁
。

研
究
も
少
な
い
。
岡
本
真
氏
の
研
究
成
果
一
四

を
ふ
ま
え
る
と
、
大
徳
寺

の
海
外
貿
易
活
動
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
資
料
が
少
な
い
一
因
と
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
前
述
し
た
大
徳
寺
の
僧
侶
に
よ
る
偽
物

の
墨
跡
の
売
買
に
関
す
る
記
録
は
、
大
徳
寺
に
お
け
る
和
物
茶
道
具
の
売

買
の
証
拠
を
示
す
資
料
と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

利
休
茶
会
の
三
番
目
の
転
機
で
は
、
利
休
が
天
正
八
年
（
一
五
八
○
）

十
二
月
九
日
朝
の
茶
会
か
ら
新
し
い
中
国
禅
師
の
墨
跡
を
使
用
し
た
だ

け
で
は
な
く
、
古
溪
宗
陳
と
い
う
存
命
の
日
本
禅
師
に
よ
る
墨
跡
を
初
め

て
使
っ
た
こ
と
が
重
要
な
こ
と
に
な
る
。
公
用
か
私
用
か
は
不
明
だ
が
、

そ
の
茶
会
の
一
年
前
に
、
千
利
休
は
奈
良
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
滞
在
中
の
事
柄
に
つ
い
て
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
九
月
二
十
六
の

日
付
入
り
の
利
休
の
二
通
の
書
簡
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
。

先
日
者
、
不
図
参
、
御
茶
。
難

忘
候
。
殊
に
宿
へ
御
見
舞
賜
候
。

又
、
調
法
様
々
難
申
尽
候
。
尚
、

道
六
へ
申
候
。
恐
々
謹
言
。

抛
筌
斎

（
天
正
七
年
）

九
月
廿
六
日

宗
易
（
亀
判
）

弥
左
衛
門
尉
殿

一
四

岡
本
真
『
戦
国
期
遣
明
船
研
究
』（
二
○
一
五
年
）
二
○
四
頁
参
照
。「
大
徳

寺
派
禅
僧
自
身
の
渡
航
に
か
か
わ
る
も
の
が
見
ら
れ
な
く
、
養
叟
派
下
禅
僧
と
遣

明
船
の
か
か
わ
り
は
、
堺
商
人
や
五
山
禅
僧
な
ど
遣
明
船
搭
乗
者
を
介
し
た
間
接

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。」 
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御
宿
所
一
五

尚
々
、
両
度
之
及
御
茶
、
難
忘
候
。

必
々
御
出
津
之
事
、
待
申
候
。

今
度
は
種
々
御
懇
志
難
申
尽
候
。
御
唐
物

之
儀
、
不
残
拝
見
。
殊
更
驚
目
候
。
一
々

不
得
申
、
道
六
に
委
曲
申
置
候
。
定
而
相

届
申
間
敷
候
。
当
冬
御
入
津
不
図
待
申
候
。

恐
々
謹
言
。

（
天
正
七
年
）

九
月
廿
六
日

宗
易
（
亀
判
）

ぬ
し
や
源
三
郎
殿机

下
一
六

桑
田
忠
親
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
二
通
の
書
状
は
、
千
利
休
が
奈

良
に
滞
在
し
て
い
た
際
に
塗
師
松
屋
久
政
と
鋳
物
師
久
治
の
宅
に
そ
れ

ぞ
れ
訪
問
し
、
茶
を
ふ
る
ま
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
二
人
に
出

し
た
礼
状
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
松
屋
久
政
に
宛
て
た
も
の
に
特
に
注

目
し
た
い
。
礼
状
の
解
釈
に
つ
い
て
、
桑
田
氏
は
「
こ
の
た
び
は
、
い
ろ

い
ろ
と
御
丁
寧
に
お
も
て
な
し
く
だ
さ
れ
、
お
心
づ
く
し
の
ほ
ど
、
な
ん

と
も
お
礼
の
申
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
に
、
御
唐
物
道
具
を
残
ら

ず
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
全
く
驚
き
い
っ
た
し
だ
い
で
す
。
い
ち
い
ち

                        

一
五

桑
田
忠
親
『
利
休
の
書
簡
』（
河
原
書
店

一
九
六
一
年
）
十
八
号

四
十

頁
。

一
六

同
右

十
九
号

四
十
二
頁
。

申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ぬ
ゆ
え
、
く
わ
し
く
は
道
六
に
話
し
て
お
き
ま
し
た

が
、
お
そ
ら
く
、
十
分
と
い
う
ほ
ど
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
こ
の
冬
は
、

ひ
ょ
っ
こ
り
堺
へ
お
出
か
け
の
ほ
ど
、
お
待
ち
申
し
て
お
り
ま
す
。
」
一
七

と
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
に
は
様
々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

最
も
興
味
深
く
思
う
こ
と
は
、
利
休
は
唐
物
道
具
を
見
物
し
て
驚
い
た
こ

と
と
松
屋
久
政
を
堺
に
招
待
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

茶
事
に
お
け
る
利
休
と
信
長
の
関
係
に
関
す
る
最
初
の
記
録
は
、
「
今

井
宗
久
茶
湯
書
抜
」
の
永
禄
十
三
年
（
一
五
七
○
）
四
月
二
日
の
条
に
あ

る
の
だ
が
こ
れ
は
、
『
信
長
公
記
』
の
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
十
二
月

二
十
八
日
京
都
妙
光
寺
信
長
茶
会
の
条
に
書
か
れ
て
い
る
「
茶
道
者
宗

易
」
か
ら
、
利
休
が
信
長
の
茶
頭
と
な
っ
た
こ
と
は
少
な
く
て
も
天
正
三

年
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
い
え
る
で
あ
る
。
天
正
八
年
は
、
千
利
休
が
天
下

人
に
な
っ
て
い
た
織
田
信
長
に
仕
え
て
約
五
年
目
に
な
る
こ
ろ
で
あ
る
。

利
休
が
松
屋
久
政
の
宅
で
唐
物
道
具
に
驚
き
、
久
政
を
堺
に
招
こ
う
と
し

た
こ
と
は
自
身
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
と
と
も
に
利
休
が
所
有
し
て

い
た
名
物
を
友
人
で
あ
る
久
政
に
早
く
見
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
結
局
、
久
政
は
堺
に
行
っ
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
豊
臣
秀
吉
が
天
正
十
五
年
に
主
催
し
た
北
野

大
茶
会
に
、
南
都
三
十
六
人
衆
の
一
人
と
し
て
久
治
や
道
六
と
と
も
に
、

参
席
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

天
正
八
年
の
茶
会
で
利
休
が
そ
れ
ま
で
は
使
っ
た
こ
と
の
な
い
墨
跡
を

掛
け
た
こ
と
を
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
の
久
政
茶
会
で
久
政
か
ら
丁

寧
に
も
て
な
し
て
も
ら
っ
た
利
休
の
唐
物
道
具
に
対
す
る
複
雑
な
気
持

ち
か
ら
生
じ
た
行
動
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

天
正
八
年
以
降
の
利
休
茶
会
に
お
け
る
掛
物
の
使
用
状
況
を
見
て
み

                        

一
七

桑
田
忠
親
『
利
休
の
書
簡
』（
河
原
書
店

一
九
六
一
年
）
十
九
号

四
十

三
頁
。
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る
と
、
唐
物
墨
跡
と
和
物
墨
跡
を
混
用
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
す
で
に

晩
年
に
入
っ
て
い
た
千
利
休
が
墨
跡
を
必
ず
し
も
無
意
識
の
ま
ま
利
用

し
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
そ
の
真
の
理
由
は
何
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で

あ
る
。
竹
内
順
一
氏
は
四
大
茶
会
記
に
お
け
る
和
物
茶
碗
の
使
用
記
録
に

つ
い
て
、
和
物
茶
碗
が
使
用
さ
れ
た
最
初
の
記
録
は
『
天
王
寺
屋
会
記
』

の
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
十
二
月
十
六
日
の
下
間
駿
河
茶
会
の
条
を

は
じ
め
、
和
物
茶
碗
の
使
用
に
関
す
る
合
計
九
箇
所
の
記
録
を
挙
げ
て
い

る
一
八

。
そ
の
記
録
に
は
、
利
休
茶
会
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
宗
湛

日
記
』
で
記
録
さ
れ
た
天
正
十
八
年
（
一
五
九
○
）
の
利
休
茶
会
で
二
回

記
さ
れ
て
い
る
黒
茶
碗
も
含
ま
れ
る
。
松
屋
久
政
茶
会
記
天
正
十
四
年

（
一
五
八
六
）
十
月
十
三
日
の
中
坊
源
五
茶
会
の
条
に
は
、
「
宗
易
形
ノ

茶
ワ
ン
」
の
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
休
の
好
ん
だ
茶
碗
形
態
と
さ
れ

て
い
る
同
茶
碗
の
形
態
に
つ
い
て
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
の
記
録

に
書
か
れ
て
い
る
。
従
来
、
黒
茶
碗
の
使
用
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
茶
会
ま
で
天
目
や
高
麗
茶
碗
を
使
っ
て
き
た
こ
と
が

わ
か
る
。
利
休
の
茶
会
歴
を
参
考
す
る
と
、
こ
の
変
化
は
大
き
な
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
墨
跡
掛
物
の
使
用
歴
も
合
わ
せ
、
利
休
の
茶

会
を
概
観
す
れ
ば
、
利
休
の
唐
物
道
具
の
使
用
の
傾
向
は
最
後
ま
で
貫
か

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
生
存
中
の
古
溪
宗
陳
禅
師
の
墨
跡
を
か
け

た
り
黒
茶
碗
を
使
っ
て
い
た
こ
と
も
、
利
休
独
自
の
茶
会
に
対
す
る
創
意

の
一
表
現
だ
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
利
休
の
茶
会
で
の
使
用
し

た
道
具
に
関
す
る
大
き
な
変
化
を
促
し
た
原
因
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
明

言
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
唐
物
道
具
の
不
足
と
偽
物
事
件
に
よ
る
逼

塞
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

                        

一
八

竹
内
順
一
「
四
大
茶
会
記
を
よ
む
（
一
六
一
）
和
物
茶
碗
の
使
用
」（『
孤
峰
』

三
十
九
巻

二
○
一
七
年
）
三
十
三
頁
。

四

秀
吉
の
晩
期
茶
会
と
飢
饉 

前
節
で
は
利
休
茶
会
で
の
墨
跡
掛
物
使
用
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
き

た
。
そ
こ
で
墨
跡
を
め
ぐ
る
利
休
の
経
験
と
唐
物
を
と
り
ま
く
当
時
の
状

況
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
考
察
を
導
出
し

た
。
然
る
に
、
前
述
に
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
茶
会
で
利
用
す
る
品
が

唐
物
か
ら
和
物
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
傾
向
は
利
休
茶
会
に
の
み
存
在

す
る
独
特
な
も
の
で
は
な
い
。
秀
吉
の
茶
会
で
も
そ
の
傾
向
が
あ
り
、
そ

の
傾
向
を
主
導
し
て
い
た
の
は
天
下
人
の
豊
臣
秀
吉
で
あ
り
、
そ
れ
を
示

す
資
料
に
は
『
大
友
史
料
』
が
あ
る
。『
大
友
史
料
』「
大
友
家
文
書
録
六
」

（
四
二
○
号
）
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
三
月
の
大
友
義
統
接
待
の
条

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

同
五
日
に
、
関
白
様
へ
御
茶
之
湯
、
御
座
敷
ハ
四
畳
半
、
床
有
、
床

に
紹
鴎
所
持
の
朝
山
と
申
絵
セ
ン
メ
ン
か
け
ら
れ
候
、
棚
の
上
に
ハ

初
花
肩
衝
、
天
目
台
、
是
も
紹
鴎
秘
蔵
の
両
種
也
、
七
台
也
、
棚
之

下
に
ハ
、
釜
ハ
瓜
釜
、
誠
に
う
り
の
な
り
也
、
水
指
ハ
芋
か
し
ら
、

是
も
紹
鴎
所
持
、
柄
杓
さ
し
土
の
物
、
薬
院
進
上
之
由
候
、
水
こ
ほ

し
ハ
備
前
は
う
の
さ
き
、
御
茶
ハ
、
関
白
様
御
自
身
被
遊
候
由
、
承

及
候
、

薄
茶
ハ
、
二
畳
敷
、
い
ろ
り
に
せ
め
ひ
も
の
釜
、
自
在
に
て
つ
ら
せ

ら
れ
候
、
天
下
一
の
井
戸
茶
碗
、
水
指
ハ
つ
る
へ
、
蓋
置
ハ
竹
の
引

切
、
水
こ
ほ
し
ハ
め
ん
つ
う
也
、
其
許
に
て
ハ
、
宗
易
の
作
に
候
竹

之
蓋
置
、
又
め
ん
つ
う
、
つ
る
へ
、
今
焼
茶
碗
、
皆
々
す
た
り
候
由

申
候
、
聊
も
誠
に
て
ハ
な
く
候
、
既
関
白
様
御
沙
汰
候
間
、
可
有
御

推
量
候
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こ
れ
は
、
大
友
義
統
に
付
き
従
い
、
上
洛
し
た
浦
上
道
冊
が
国
元
の
若

林
道
閑
に
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。
同
書
状
に
記
さ
れ
て
い
る
三
月
五
日
に

行
わ
れ
た
茶
会
で
は
二
回
の
茶
会
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
茶
室
と
茶

道
具
の
使
用
の
記
録
か
ら
、
こ
の
二
回
の
茶
会
は
大
名
茶
湯
と
わ
び
茶
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
織
田
信
長
の
後
継
者
で
あ
る
秀
吉
は
、
大
名

茶
湯
を
好
ん
で
い
た
信
長
の
「
御
茶
湯
御
政
道
」
と
い
う
政
策
を
踏
襲
し

な
が
ら
も
、
政
治
的
な
場
面
に
お
い
て
は
大
名
茶
湯
と
わ
び
茶
と
い
う
二

つ
の
茶
会
形
式
を
併
用
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

竹
本
千
鶴
氏
に
よ
る
と
、
天
正
十
三
年
に
、
秀
吉
は
す
で
に
こ
の
頃
和

物
収
集
を
始
め
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
一
九

天
正
十
三
年
と
い
う

と
、
そ
の
年
の
三
月
八
日
に
、
秀
吉
が
京
都
大
徳
寺
に
お
い
て
大
規
模
な

茶
の
湯
会
を
開
催
し
た
こ
と
が
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
茶
会
で
は
和

物
の
使
用
に
関
す
る
記
録
が
な
く
て
、
秀
吉
の
和
物
収
集
に
つ
い
て
明
確

出
来
な
い
。
と
は
い
え
、
秀
吉
の
茶
の
湯
に
対
す
る
新
し
い
発
想
が
こ
の

時
期
の
茶
会
に
既
に
現
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。『
兼
見
卿
記
』
に
あ
る

「
茶
湯
之
衆
百
五
十
人
餘
在
之
由
申
畢
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
百
五
十

余
り
の
茶
人
が
参
会
し
た
と
い
う
。
参
会
者
の
席
入
り
に
つ
い
て
は
、『
宇

野
主
水
日
記
』
に
は

一
番
ニ
紫
野
和
尚
達
ニ
ミ
せ
申
サ
ル
、
二
番
武
衛
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル

可
然
牢
人
衆
ニ
ミ
せ
レ
ル
、
三
番
堺
ノ
ヨ
キ
道
具
持
衆
、
其
外
次
第

〱
有
之
云
々

と
あ
る
。
従
来
の
少
人
数
の
茶
会
に
比
べ
て
、
大
徳
寺
大
茶
会
で
幅
広
い

階
層
の
人
を
多
く
招
待
す
る
こ
と
か
ら
、
茶
の
湯
の
影
響
を
拡
大
し
た
い

一
九

竹
本
千
鶴
『
織
豊
期
の
茶
会
と
政
治
』（
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
六
年
）
四

○
七
頁
。

秀
吉
の
意
図
が
わ
か
る
。

大
徳
寺
大
茶
会
に
次
い
で
、
茶
の
湯
の
歴
史
に
お
い
て
秀
吉
は
空
前
絶

後
の
大
茶
会
を
開
催
し
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八

七
）
十
月
一
日
か
ら
十
日
ま
で
の
間
に
京
都
北
野
天
満
宮
で
行
わ
れ
た
北

野
大
茶
湯
の
こ
と
で
あ
る
。
現
存
す
る
資
料
の
中
で
は
最
も
筆
写
年
代
が

古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
『
北
野
大
茶
の
湯
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
録
が

あ
る
。一

北
野
の
森
に
お
ひ
て
、
十
月
朔
日
よ
り
十
日
の
間
に
、
天
気
次
第
、

大
茶
湯
御
沙
汰
な
さ
る
々
に
付
、
御
名
物
共
不
残
そ
ろ
へ
な
さ
れ
、

執
心
之
者
ニ
可
被
拝
見
た
め
に
被
成
御
催
候
事
、

一
茶
湯
於
執
心
者
、
又
若
党
・
町
人
・
百
姓
以
下
ニ
よ
ら
す
一
釜
、

一
つ
る
へ
一
の
み
物
、
茶
こ
か
し
に
て
も
不
苦
候
条
、
ひ
つ
さ
け

来
、
仕
か
く
へ
き
事

名
物
な
ど
を
残
ら
ず
取
り
揃
え
、
茶
の
湯
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
来
場

者
に
そ
れ
ら
を
み
せ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
侍
や
町
人
・

百
姓
の
身
分
を
問
わ
ず
、
茶
の
湯
に
深
い
興
味
を
持
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る

人
々
が
お
茶
と
道
具
を
用
意
さ
え
で
き
れ
ば
参
加
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
示
す
二
条
で
あ
る
。
茶
道
具
の
使
用
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
竹
本

千
鶴
氏
が
ま
と
め
た
「
秀
吉
蒐
集
の
名
物
」
二
〇

に
よ
る
と
、
前
述
し
た

浦
上
道
冊
の
書
状
に
書
か
れ
て
い
る
竹
の
蓋
置
と
い
う
わ
び
茶
道
具
が

そ
の
一
年
前
に
行
わ
れ
た
北
野
大
茶
湯
に
使
用
さ
れ
始
め
た
た
こ
と
か

ら
、
秀
吉
は
北
野
大
茶
湯
の
準
備
の
た
め
に
意
図
的
に
和
物
を
集
め
始
め

た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
条
文

                        

二
〇

竹
本
千
鶴
『
織
豊
期
の
茶
会
と
政
治
』（
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
六
年
）
一

九
三
～
二
三
○
頁
。
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だ
け
を
見
て
も
、
北
野
大
茶
湯
の
規
模
の
大
き
さ
と
秀
吉
の
茶
の
湯
に
対

す
る
発
想
の
独
創
性
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
和
物
の
使
用
は
も
ち
ろ

ん
、
参
加
資
格
に
つ
い
て
の
制
限
を
設
け
な
い
と
い
う
発
想
か
ら
は
、
支

配
層
に
の
み
利
用
さ
れ
て
き
た
茶
の
湯
の
権
利
を
庶
民
に
も
与
え
よ
う

と
す
る
秀
吉
の
庶
民
へ
の
配
慮
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
こ
の

条
文
を
出
す
こ
と
で
秀
吉
が
支
配
者
た
る
こ
と
を
民
衆
に
知
ら
し
め
る

た
め
の
政
治
手
段
と
し
て
活
用
し
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。さ

て
、
な
ぜ
秀
吉
は
北
野
大
茶
湯
を
開
き
、
和
物
の
茶
道
具
も
使
用
し
、

庶
民
に
も
参
加
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
当
時
の
社
会
背
景
を
考
慮
す
る

と
、
天
正
年
間
に
発
生
し
た
飢
饉
に
対
す
る
民
衆
へ
の
配
慮
と
し
て
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
、
京
都
の
加
茂
川
・
桂
川
な
ど
で
堤
防

工
事
を
行
い
、
貧
乏
人
や
に
わ
か
乞
食
を
堤
防
工
事
の
人
夫
と
し
て
雇
い

救
済
す
る
な
ど
を
通
し
、
天
下
人
で
あ
る
秀
吉
は
飢
饉
の
対
策
を
実
施
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
落
穂
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

天
正
年
中
の
事
に
候
哉
五
畿
内
大
に
不
作
し
米
穀
の
直
段
高
値
に

成
候
故

軽
き
も
の
は
飢
に
及
び
新
乞
食
も
余
多
出
来
候
へ
共
米
穀
払
底
の

時
節
故

人
の
救
ひ
施
も
無
之
に
付
道
路
に
伏
し
倒
れ
て
相
果
候
者
限
り
も

無
之
を

豊
臣
秀
吉
公
聞
玉
ひ
て
殊
の
外
貴
労
に
致
さ
れ
可
茂
川
桂
川
等
の

堤
普
請

を
申
付
土
砂
を
持
運
び
候
ほ
ど
の
者
に
鳥
目
（
か
ね
）
を
あ
た
へ
被

申
候
て

飢
饉
の
難
を
遁
れ
候
と
な
り

そ
の
こ
ろ
、
大
名
次
第
で
も
禁
酒
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、

飢
饉
に
よ
る
食
糧
不
足
と
米
の
高
値
の
影
響
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
な
ら
い
、

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
茶
会
で
秀
吉
と
対
面
し
た
こ
と
が
あ
る
土

佐
の
長
宗
我
部
元
親
は
土
佐
で
禁
酒
令
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

秀
吉
の
家
臣
加
藤
清
正
が
書
い
た
豊
太
閣
の
大
阪
城
中
壁
書
御
追
加
掟

に
よ
る
と
、

酒
は
根
器
に
随
ふ
。
但
大
酒
御
禁
制
之
事
。

右
條
々
違
犯
す
る
に
於
て
は
、
厳
科
に
處
せ
ら
る
可
き
者
也
。

文
禄
四
年
八
月
三
日

と
多
人
数
に
よ
る
大
酒
飲
み
を
禁
じ
る
命
令
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

先
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
飢
饉
と
禁
酒
令
を
踏
ま
え
る
と
、
秀
吉
が

北
野
大
茶
湯
を
開
い
た
目
的
は
通
説
に
あ
る
権
力
の
誇
示
が
目
的
で
あ

っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
秀
吉
の
茶
の
湯
文
化
を
庶
民
に
広
く

普
及
さ
せ
た
い
と
い
う
狙
い
が
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
様
々
な
自
然
災
害
や
天
候
気
象
な
ど
の
影
響
に

よ
り
、
飢
饉
が
た
び
た
び
起
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
享
保
・
天
明
・
天
保

年
間
に
起
き
た
三
大
飢
饉
の
被
害
は
甚
だ
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の

時
期
に
は
、
米
や
麦
等
主
食
が
不
足
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
嗜
好
品
で
あ

っ
た
お
茶
も
救
荒
食
の
一
種
と
し
て
食
用
さ
れ
て
い
た
。

出
雲
松
江
藩
（
島
根
県
松
江
市
）
の
第
十
代
の
藩
主
の
松
平
不
昧
（
一

七
五
一
年
～
一
八
一
八
年
）
は
、
江
戸
後
期
に
不
昧
流
と
い
う
茶
道
の
新

し
い
流
派
を
創
設
し
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
天
明
期
に
大
飢
饉
が
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発
生
し
た
際
、
不
昧
は
食
い
の
ば
し
策
を
取
っ
て
ぼ
て
ぼ
て
茶
を
推
奨
し

た
た
め
、
ぼ
て
ぼ
て
茶
が
出
雲
と
い
う
地
方
で
急
に
普
及
し
た
の
で
あ
る
。

支
配
者
層
で
流
行
っ
て
い
茶
の
湯
と
は
違
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
、
飢

饉
の
対
策
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
よ
り
被
支
配
者
層
で
は
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

五

お
わ
り
に 

以
上
、
千
利
休
と
豊
臣
秀
吉
が
主
催
し
た
茶
会
と
そ
の
場
で
の
茶
道
具

の
使
用
状
況
を
考
察
し
て
き
た
。

千
利
休
を
考
察
す
る
前
、
彼
の
祖
父
千
阿
弥
に
関
連
す
る
記
録
を
挙
げ

て
、
千
阿
弥
が
足
利
義
政
の
同
朋
衆
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
義

政
が
所
有
し
て
い
る
唐
物
の
名
物
の
売
却
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ

る
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
れ
か
ら
、
四
大
茶
会
記
を
中
心
に
千
利
休
が
主
催
し
た
五
十
回
を
超

え
る
茶
会
か
ら
、
墨
跡
掛
物
が
使
わ
れ
た
十
一
回
の
茶
会
に
関
す
る
記
述

を
抽
出
し
、
中
国
禅
僧
と
日
本
禅
僧
が
書
い
た
墨
跡
の
使
用
状
況
を
も
と

に
利
休
の
創
意
を
看
取
し
て
み
た
。
ま
た
、
茶
会
記
や
利
休
の
書
状
な
ど

の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
関
連
記
録
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

利
休
が
主
宰
し
た
茶
会
に
お
い
て
日
本
禅
僧
の
墨
跡
を
使
用
し
た
か
ど

う
か
の
原
因
は
、
茶
道
具
の
目
利
き
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
彼
が
偽
物
の

密
庵
墨
跡
を
購
入
し
た
こ
と
で
大
恥
を
か
い
た
こ
と
と
彼
の
も
と
に
茶

の
湯
を
学
ん
で
い
る
織
田
有
楽
が
偽
物
の
大
燈
墨
跡
を
買
っ
た
こ
と
が

あ
る
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
考
察
を
導
出

し
た
。

最
後
に
、
大
友
家
文
書
や
『
北
野
大
茶
の
湯
』
な
ど
の
史
料
を
も
と
に

豊
臣
秀
吉
が
天
下
人
に
な
っ
た
以
降
主
催
し
た
茶
会
を
取
り
上
げ
、
秀
吉

茶
会
で
の
和
物
茶
道
具
の
使
用
状
況
を
考
察
し
た
。
天
正
十
三
年
（
一
五

八
五
）
の
大
徳
寺
大
茶
会
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
北
野
大
茶
湯
、

天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
の
茶
会
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
分
析
し
た
結
果
、

天
正
十
三
年
に
秀
吉
の
な
か
で
は
茶
の
湯
文
化
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た

意
図
が
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
天
正
十
五
年
の
北
野
大

茶
湯
に
お
い
て
、
秀
吉
は
和
物
茶
道
具
を
使
用
し
は
じ
め
た
だ
け
で
な
く
、

庶
民
に
も
参
加
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
秀
吉
の
茶
の
湯
に
対
す
る
発

想
の
独
創
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
天
正
十
三
年
に
秀
吉
が
京
都
の
飢
饉
に

対
し
て
実
施
し
た
対
策
や
、
家
臣
の
加
藤
清
正
が
文
禄
四
年
に
禁
酒
令
を

下
し
た
こ
と
に
関
す
る
記
録
を
紹
介
分
析
し
た
。
秀
吉
が
主
催
し
た
茶
会

で
は
和
物
を
使
い
は
じ
め
る
や
、
庶
民
に
も
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
、

秀
吉
の
茶
の
湯
文
化
を
庶
民
ま
で
広
く
普
及
さ
せ
た
い
狙
い
が
読
み
取

れ
、
そ
れ
は
天
正
時
代
に
起
き
た
飢
饉
と
実
行
さ
れ
た
禁
酒
令
に
繋
が
っ

て
い
る
と
い
う
結
論
を
つ
け
た
。

[

文
献] 

一
、 

中
村
修
也
「『
源
流
茶
話
』
注
釈
（
二
）」
（『
文
教
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
三
十
八
号
二
○
○
四
年
）

二
、
筒
井
紘
一
『
利
休
の
茶
会
』（
角
川
学
芸
出
版

二
○
一
五
年
）

三
、
筒
井
紘
一
『
茶
書
の
系
譜
』（
文
一
総
合
出
版

一
九
七
八
年
）

四
、
桑
田
忠
親
『
利
休
の
書
簡
』（
河
原
書
店

一
九
六
一
年
）

五
、
西
堀
一
三
『
茶
道
行
言
録
』（
河
原
書
店

一
九
四
二
年
）

六
、
近
重
物
安
『
茶
道
百
話
』
（
晃
文
社

一
九
四
二
年
）

七
、
谷
端
昭
夫
「
禅
僧
と
茶
の
湯
―
天
正
期
の
堺
を
中
心
に
―
」（
『
禅
文

化
研
究
所
紀
要
』
二
十
六
号

二
○
○
二
年
）
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八
、
岡
本
真
『
戦
国
期
遣
明
船
研
究
』
（
二
○
一
五
年
）

九
、
竹
内
順
一
「
四
大
茶
会
記
を
よ
む
（
一
六
一
）
和
物
茶
碗
の
使
用
」

（『
孤
峰
』
三
十
九
巻

二
○
一
七
年
）

十
、
竹
本
千
鶴
『
織
豊
期
の
茶
会
と
政
治
』（
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
六

年
）
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织丰时期茶会中和物的使用和其原因 

――以千利休和丰臣秀吉举办的茶会为中心―― 

赵 亚男  

本论文旨在以千利休和丰臣秀吉举办的茶会为中心，通过对其和物茶具

的使用情况的考察从而探究茶会中唐物到和物使用的转变和其中的原因。 

第一部分考察了千利休的祖父千阿弥与唐物的关系。 

第二部分先是通过对千利休的茶会中禅僧墨宝的使用情况的考察分析

了利休在茶会上的创意体现，之后考察得出其墨宝的更替与利休本人及其弟

子都曾购买过墨宝赝品的经历不无关系。 

第三部分通过对秀吉茶会中和物的使用情况的调查，提示出秀吉在茶会

上展现的创新意识。此外，通过秀吉颁布的饥荒对策和加藤清正推出的禁酒

令的分析，从秀吉在茶会中开始使用和物以及允许百姓也可以参加茶会中，

除了可以窥测出秀吉打算将茶汤文化在民间普及开来的意图，也考察得出其

中的缘由与天正时期的饥荒和颁布的禁酒令息息相关。 

关键词：茶会 和物 禁酒令 
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